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２０２５年４月の労務ニュースをお送りします、有効にご活用いただければ幸いです。 

 

前回、本年度４月と１０月に施行される育児・介護休業法改正のポイントについて大まかな解説をお

送りしました。育児・介護休業法と育児休業給付制度が大きく変わりましたので、前回と重複する内

容もあるかとは思いますが、４月の改正が少子化対策を背景とした子育て世代の働き方にどのような

影響を与えるのか、育児と仕事の両立を目指す子育て世代に向けては大きな変更となりますので、今

回も主要な改正点について具体的な解説をします。 

 

２０２５年４月１日 育児介護休業法改定： 

急速に進む少子化問題ですが、子育て世代が仕事と育児を両立しやすくなる環境整備が進みました。

とくに残業の免除対象年齢の拡大や子の看護等休暇の用途・対象年齢拡充、テレワークの推進によ

り、より柔軟な働き方が可能になります。また、新設される雇用保険制度の給付金は育児休業取得時

の経済的負担を軽減し、男女ともに育児参加を後押しします。一方、給付の延長要件が厳格化される

ため、制度の正しい理解と活用が求められます。 

以下、具体的に見ていきます。 

 

１．所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大 

これまでは、３歳未満の子を育てる労働者が会社に請求すれば残業が免除されるという制度が育児

介護休業法で定められていましたが、今回の改正により３歳未満から小学校入学前に拡大されま

す。「時短勤務までは必要ないが、残業すると保育園のお迎えの時間に間に合わない」といった場合

など、育児と仕事の両立が求められる中で是非覚えておきたい制度となります。 

２．子の看護休暇の見直し 

子どもの病気や健診等でしか使えなかった子の看護休暇も、子の看護「等」休暇として制度が拡

充。従来の用途に加えて入学式や卒園式、学級閉鎖なども対象になりました。また、子どもの対象

も、小学校入学前から小学３年生までに延長されました。子の看護休暇は有給である会社の割合が

３割程度と利用がされにくい休暇でしたが、今回の法改正で利用が進みそうな休暇制度のひとつと

なります。 

３．育児のためのテレワーク導入の努力義務化 

３歳未満の子を養育する労働者に対し、テレワークを選択できるような措置を講ずることが努力義

務化されました。コロナ禍で導入が進んだテレワークですが、勤怠管理やシステムの導入によりリ

モートが一般化した企業では、より柔軟な働き方として選択できるようになるかも知れません。た

だし、この措置は義務ではないので、すべての企業で利用できるわけではない点に注意が必要で

す。 

４．短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加 

子どもが３歳までであれば選択できる育児の時短勤務ですが、時短勤務が難しい一部の労働者（交

代勤務や専門スキル職等）に対しての代替措置として、これまで会社がフレックスや時差出勤、保

育施設等のいずれかを整備しておくものに、テレワークが追加されました。選択肢の幅が広がるこ

とで、会社側も自社にあった制度を選択できるようになりました。 

 



５．４月から創設の新給付金制度「出生後休業支援給付金」 

育児休業給付は給与の約６７％で、これまで、男性が育児休業を取得する際に慎重になる理由とし

て手取りの減少という点がありました。今年４月１日から創設された「出生後休業支援給付金」で

は父母ともに１４日以上の育児休業を取得したことなどの条件を満たせば、従来の育児休業給付６

７％に加えて、出生後休業支援給付金１３％が上乗せされて、合計８０％が支給されるようになり

ました。結果的には育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、そしてこれらの育児休

業給付金は非課税である点などから、手取り１０割相当となるように改正されました。 

イクメンという言葉が出てきて久しくなりますが、男性の育児休業取得率はようやく３０％を超え

たばかりです。 

今回の改正で男性の育児への参加が大きく期待されます。 

６．時短勤務の収入減少をカバーする「育児時短就業給付金」創設 

制度利用が５〜６割という統計もある育児短時間勤務制度。その大きな要因のひとつには手取り額

の減少があります。今年４月からは、一定の条件を満たせば２歳までの育児短時間勤務中に支払わ

れた賃金額の最大１０％相当額が支給されるようになりました。 

７．一方で、厳格化される育児休業給付 

SNS で物議を醸した保育園の定員不足問題。その一方で育児休業給付のために保育園の落選狙いが

あったことも問題視されていました。これまで保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所でき

ないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長が認められていた育児休業

給付ですが、この４月からは入所保留通知書のほか、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申

告書や市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要になり、またその記

載内容も審査の対象になります。保育園への内定辞退の有無や、合理的な理由なく自宅から通所に

片道３０分以上要する施設のみとなっていないことなどが問われるようになりました。 

 

今回の制度改正により、出生率向上と女性の就業継続が期待される一方で、企業のコスト増も懸念さ

れるところです。しかし、人手不足解消が喫緊の課題であるいま、就労環境を整えることで人材の定

着を促す対策は、長期的には大きなメリットがあるといえます。経営者側も労働者側も上手に制度を

利用しながら、仕事と育児が両立できる職場環境を目指してみてはいかがでしょうか。 

 

育児介護休業法改正については、今回は以上となります。 

 

最後に、皆さま既にご存知だとは思いますが、本年 3 月分より社会保険料率(健康保険・介護保険)

が、本年 4 月分より雇用保険料率が微妙に変更となっております。ここでは詳細はお伝えしません

が、料率の変更は広く公表されておりますのでご確認願います。 

 


